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予算審査特別委員会 

                      日 時  令和２年３月１０日（火） 

                           午前９時～午前１１時１５分 

                       場 所  議会棟 議場 

 

出席者   委員長、副委員長、委員７名（欠席：なし）、山本議長 

説明員   財原建設課長、相見基盤整備室長、森田技師 

伊田企業会計専門監、安達上下水道室長 

傍聴者   なし 

書 記   花倉事務局長、佐伯書記 

 

○荒木委員長 それでは、皆さん、おはようございます。 

 ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本日は、建設課について審査を行います。 

 まず最初に、平成３０年度決算審査特別委員会の審査意見を新年度予算にどのように生

かされたのかを報告していただきます。 

 財原建設課長。 

○財原建設課長 おはようございます。最初に決算審査特別委員会での審査意見への予算

への反映ということで、一つ予算の管理及び事務事業の執行について御指摘がありました。 

 建設課におけます事業計画の策定、予算編成につきましては、建設課が所管する事業に

つきまして、道路改良、維持補修、それや土地改良や治山、地籍事業など、国や県からの

補助金、交付金、また、それに充当する過疎債や企業債などの起債の事業額によって財源

に充てるというところで、事業計画を立てるということで左右されております。当初予算

は国や県へのこうした事業の要望を上げておりまして、それに基づいた予算を計上してお

ります。これは、事業が年度始まりますと補助金の交付申請、それと交付決定により配分

された事業費で実施する仕組みとなっております。 

 令和２年度におきましては、地籍事業で３，８００万円の減額となってはおりますが、

令和元年度の国の補正予算で５，７７０万ということを前倒しをして実施するということ

で、これまで地籍事業にありましては、過去３番目の予算規模を確保してるという状態に

なっております。また、治山事業では、国土強靱、防災・減災の対策で、新たに起債が創
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設されました緊急自然災害防止対策事業債ということで、これを起債を取り組みまして、

これまで県からの補助金だけでしたが、その裏側にあります単独費の財源に充てるという

ところで、基本的に財源の確保に努めて予算編成を行ったところであります。 

 また、事業の推進につきましては、これら国や県からの補助金は、配分されますと逆に

義務化ということで執行しなければならないという形にはなりますが、平成３０年災など

の突発的なことが起これば全体事業費があり膨らみまして、なかなか今ある職員では事業

消化ができないということで事業進捗がおくれまして、繰り越し事業という形となります。

平成３０年災によりまして、通常一般会計予算は建設課では１０億円程度でしたが、これ

が倍額の２０億円というような結果になっております。こうしたことで、平成３０年の繰

越明許費は１２億６，０００万円と、これまでにない額を繰り越したわけではありますが、

令和元年度、前回補正予算でも御説明しましたが、元年度では３億７，０００万円に縮減

しております。ただ、こうした中でも、余りにも事業費が大きく事業推進が追いつかず、

事故繰り越しということで２カ年にまたぐ手続等もとっております。町道改良や林道災害

で、そうしたことで、今、国と財務の協議を行ってるところであります。 

 ほかに、住宅修繕でも御指摘はありましたが、住宅改修がおくれまして事業を繰り延べ

て繰り越しで実施するということで、逆に令和２年度には計上しておりません。１年おく

れてのスタートということになりますが、そうしたことで対応しております。また、トー

タル的に事業が膨らむばかりでなく、こうした状況もありまして、事務事業の縮減という

形で、鳥取県と日野郡３町で連携して行っております県道維持工事の受託につきましては、

令和２年度には休止するということで、関係する県と協議をして、そうしたことで今回は

計上をしておりません。 

 そうしたことで、建設課のほうは、基本的にはやらなければならない予算というところ

でありますが、なかなか業務量の関係で繰り越し等を活用しながら事業の完了をおくれて

でも進めるということで対応しております。 

○荒木委員長 ただいまの報告について質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ないようですので、当初予算説明資料７８ページ、井戸水等安定確保推進事

業から、８３ページ、林道新設改良事業までの説明を求めます。 

 財原建設課長。 

○財原建設課長 そうしますと、建設課の令和２年度の予算説明に先立ちまして説明員の

紹介をいたします。建設課のほうで、まず、基盤整備室長の相見です。それと、きょうは
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地籍調査室長が所用で欠席しておりますので、森田技師がかわって御説明いたします。ま

た、上下水道事業に関しましては、最初に伊田企業会計専門監、それと、上下水道室から

安達室長が説明に当たります。よろしくお願いいたします。 

 冒頭、建設課の事業概要であります。令和２年度建設課の一般会計予算は、衛生費、農

林水産業費、土木費、災害復旧費、合わせまして前年８，０００万の減になりますが、９

億２，６００万円。それと、簡易水道事業会計におきましては２億１，４００万円。下水

道事業会計におきましては２億５，６００万円。合わせまして建設課の予算総額は１３億

９，６００万円となっております。これらは昨年の予算額に対しまして９，４００万円余

りの減額となっておりますが、先ほどの予算編成の御指摘あった方針等を組み入れまして、

計上した額となっております。 

 主なものとしましては、農業費で上げております国土調査費事業につきましては、先ほ

ど御説明したとおり、令和元年度の国補正予算を前倒しをしたうらによって、３，８００

万円の減。治山事業におきましては、３０年災で被災された住宅裏等の復旧に対しまして、

今回３カ所を計上して２，８００万円の増。林道新設改良事業におきましては、船通山林

道の落石対策について本格的に実施するということがありますが、新屋地内の内方林道の

完了によりまして約３，８００万円の減となっております。土木費におきましては、先ほ

どの県道維持の受託を休止したことにより、道路維持管理事業が約３，７００万円の減。

道路新設改良事業につきましては令和元年度の繰り越し、それと今年度、令和２年度の予

算として霞福塚、生山印賀線に引き続き取り組みます。また、かねてより阿毘縁の大菅阿

毘縁線につきましては、保安林解除が昨年１２月に解除ができたということで、これまで

休止していたものの改良を復活して実施をしたいと思います。 

 上下水道企業会計につきましては、経常的な経費、維持管理の経費を主体としておりま

すので、２年度につきましては大きな施設更新の予定はございません。 

 詳細につきましては、各担当の室長のほうから御説明いたします。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 そうしますと、お手持ちの予算説明資料の７８ページのほうから説

明をさせていただきます。 

 上段の衛生費、井戸水等安定確保推進事業でございます。この事業につきましては、水

道未普及地域の生活環境の向上のため水源の確保、水質検査のための補助金を交付してお

ります。令和２年度につきましては、令和元年度と同額の井戸等の施設整備に１５０万円、
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水質検査に２万円の予算を計上させていただいております。財源につきましては、令和元

年度過疎債等の起債同意が得られなかったというところで一般財源全額とさせていただい

ております。 

 続きまして、下段になります。衛生費の合併処理浄化槽設置整備事業になります。こち

らにつきましては、下水道事業会計のうち合併処理浄化槽の整備、運営に係る費用を繰り

出しをさせていただくものです。内訳といたしましては、公債費の償還に１，２９８万８，

０００円。浄化槽の整備の工事につきまして４３万円の予算を計上させていただきました。

前年比１８３万７，０００円減の１，３４１万８，０００円の予算とさせていただいてお

ります。 

 次のページ、７９ページになります。同じく衛生費の簡易水道事業になります。こちら

につきましては、簡易水道事業の運営のために一般会計から繰り出しをさせていただくも

のですけれども、事業説明の事業の目的、目標の中で、文言が特別会計となっております。

お断りして訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 

 執行経費につきましても、誤りがございます。公債費の元利償還につきまして４，００

７万２，０００円としておりますけれども、正しくは４，００７万１，０００円、下１桁

が１，０００円の誤りでございました。また、業務費につきまして、５２７万６，０００

円としておりますけれども、正しくは５２７万７，０００円の誤りでした。合計につきま

しては４，５３４万８，０００円で変わりはございません。前年度と比較して１０４万８，

０００円の減の予算とさせていただきました。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 続きまして、下段、農用地総合整備事業でございます。予算額７１

２万７，０００円、前年と比較しまして７４９万８，０００円の減額となります。財源内

訳といたしましては、国県支出金６２７万７，０００円、一般財源８５万円です。事業内

容としましては、継続事業であります県営土地改良事業、換地計画関係業務を県から受託

し、実施します。令和２年度は阿毘縁、印賀、白谷の３地区の予定をしています。主な執

行経費は委託料２７２万４，０００円です。また、令和２年度においては、国土強靱化３

か年緊急対策の一貫としまして、令和元年５月に選定された町内５カ所の防災重点ため池

のハザードマップの作成を国庫補助を活用しながら行います。主な執行経費は、委託料２

５０万円です。財源としましては、国支出金としまして、ため池ハザードマップ作成費に

２５０万円、県支出金としまして、県営土地改良事業委託金が３７７万円でございます。 
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 続きまして、８０ページ上段、農道等維持管理事業でございます。この事業は、町が管

理する広域農道神戸上農林地一体農道等の農道の維持管理を行う事業です。令和２年度は、

広域農道にあります丸山トンネル、大坂トンネルの２つのトンネルの点検を実施し、長寿

命化修繕計画を策定します。予算額は１，３８８万円、前年と比較しまして５０１万円の

増額です。増額の要因としましてはトンネル点検の委託料によるものです。財源は、国支

出金４００万円、一般財源９８８万円です。主な執行経費は、トンネル点検の委託料８０

０万円、工事請負費としまして農道維持工事５００万円です。財源は、トンネル点検業務

に農山漁村地域整備交付金としまして４００万円を計上しています。補助率は５０％です。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 続きまして、８０ページ下段の国土調査事業になります。まず初めに、訂正

をさせてください。中段ほどから表がございます。こちらの表については、この表自体が

ちょっと誤りになっておりまして、省略して説明させてください。こちらが前年度の表が

添付されておりましたので省略して説明させてください。 

 予算につきましては、本年度予算額１億２，３３２万６，０００円。先ほど課長から説

明がありましたように、国の補正の前倒しによって昨年度、前年度と比較して３，７７９

万円の減となっております。事業量といたしましては、繰り越し分、現年分、合わせて本

年度より若干ふえるような状況になっております。事業の説明については、地籍調査の重

要性を周知して成果の利活用と事業の推進を図るということで、令和２年度につきまして

は、皆さんに調査、協力いただきましたところの閲覧作業として河上、茶屋、菅沢、湯河、

神戸上、福塚、９．６１キロ平米を予定しております。事業の進捗率としましては、令和

２年度末で３５．３８％。面積１１１．６９キロ平米ということになります。執行経費に

つきましては、調査・測量業務委託料として１億１，４６８万円。こちらの調査地区は霞

の一部地区ほか１１地区として、大字といたしましては、霞、湯河、茶屋、菅沢、河上、

福塚、こちらと繰り越し分の神戸上を含めた大字に入っていく、調査測量で入っていくと

いう形になります。 

 続きまして、１ページめくっていただいて、８１ページ。調査事務費等ということで、

主な事務費といたしましては、来年度から始まる会計年度任用職員の給料、手当、共済費

等で４４８万４，０００円となっております。合計いたしますと８３７万７，０００円。

次に、会費といたしまして２６万９，０００円、こちらを計上しております。財源といた

しましては、国土調査事業費補助金といたしまして、対象事業費１億１，４６８万円の４
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分の３の補助になりまして８，６０１万円となります。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 そうしますと、８１ページの下段になります。農林水産業費の農業

集落排水事業でございます。先ほど説明申し上げました浄化槽事業と同じく、農業集落排

水事業の運営のために、具体的には公債費の償還になりますけれども、下水道事業会計へ

繰り出しを行うものです。本年度の予算額が６，３５７万９，０００円で、前年度比較で

２４万７，０００円の増額となっております。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 ８２ページ上段、単県土地改良事業です。予算額８８２万８，００

０円、前年と比較しまして４６万５，０００円の減額です。財源は、県支出金５３５万円、

一般財源３４７万８，０００円です。この事業は、鳥取県しっかり守る農林基盤交付金を

活用しまして農林基盤の整備を図るものです。執行経費は、原材料費としまして、原材料

支給２０万円の３カ所で６０万円。地域施工方式によります交付金が７カ所、事業費１，

０２８万４，０００円の８０％補助で８２２万８，０００円です。財源は県支出金、鳥取

県しっかり守る農林基盤交付金５３５万円を計上しています。 

 続きまして、下段、治山事業です。令和２年度は、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業補

助金を活用し、宅地裏の斜面の対策を行います。この事業は、平成３０年度から継続して

実施していますが、２年度におきましては、本年度、令和元年度に測量設計を行いました

福塚、神福、福万来の３地区について事業を行います。予算額は８，９６５万円、前年と

比較しまして２，８５５万円の増額となります。執行経費としましては、用地測量委託料

としまして７５０万円、工事請負費８，１００万円、用地補償費が１１５万円です。財源

としましては、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業補助金、補助率が４０％で３，５８６万

円。地方債としまして、緊急自然災害防止対策事業債５，２５０万円。地元負担金が１件

４０万円の３地区で１２０万円となります。 

 続きまして、８３ページ、林道新設改良事業でございます。予算額１億５７６万９，０

００円、前年と比較しまして３，７８９万４，０００円の減額となります。事業内容とし

ましては、林道内方線開設事業としまして国道１８３号と県営林道窓山線との接続を図る

ため、林道内方線の整備を平成２７年度から実施しています。内方線に係る執行経費とし

ましては委託料１，６５０万円、工事請負費２，０００万円です。 

 次に、県営林道窓山線開設事業です。この事業は、県営林道整備に係る負担金及び用地
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取得を行います。主な執行経費としましては土地購入費３６０万円、県営事業負担金８２

５万円です。 

 最後に、林道船通山線落石対策事業です。平成３０年４月に発生した落石についてのり

面対策を行うものです。執行経費は工事請負費５，０００万円、補償費５０万円です。財

源は、県支出金、農産地域整備交付金としまして、対象が船通山線の落石対策事業ですが、

２，７５０万円、単県林道用地取得事業費１２０万円、過疎債が７，３６０万円です。 

○荒木委員長 それでは、ここまでの質疑を受けたいと思いますが、８０ページの国土調

査事業の表が昨年度ということでありますので、これを後ほど提出していただきたいと思

いますが。（発言する者あり）今、ありますか。（「今そこには用意はしてます」と呼ぶ

者あり）用意はしてますか。（「かわりの説明資料を提出します」と呼ぶ者あり）提出で

すか。 

 では、とりあえず提出していただくまでに、まず、７８ページから質疑を受けます。 

 山本議長。 

○山本議長 あんまりちょっとひどいんじゃないですか。決算審査をする資料がここにな

いというのはおかしいですよ。もうちょっと真剣に取り組んでもらわないと。 

 会議の前に配付するぐらいの配慮をしとかないとおかしいでしょう。委員長、強く言っ

てください。 

○荒木委員長 はい。財原課長、一言お願いします。 

 財原建設課長。 

○財原建設課長 国土調査事業の説明資料に誤りがありましたことについては、建設課の

ほうで最終的な確認ができてなかったということで御迷惑をおかけしております。２年度

の事業実施につきましては、別途、先ほど説明いたしました令和元年度の繰り越し事業を

含めた事業実施箇所を示す資料を提出させていただきます。申しわけありませんでした。 

○荒木委員長 それは、いつ。今すぐできますか。（「できます」「ちょっと抜けさせて

もらっていいですか」と呼ぶ者あり）どなたか、ここまでの説明でない方のほうが。８３

ページまで、とりあえず、順次説明していただきますので。 

○財原建設課長 はい、国土の調査だけ、ちょっと。（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○荒木委員長 はい。 

○久代委員 ちょっと発言。この予算の説明資料に誤りがあったというのは、いつわかっ

たんですか、いつの時点で。昨年度のことを、まるで予算書に掲示してあるという誤りを
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いつ発見されたんですか。それによって、当然、訂正の文章をきちっと予算審査のこの時

点で提示されるべきだというふうに考えますけども、どうでしょうか。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 御質問の点です。資料の誤りにつきましては、議案発送が終わってから

ということが実態です。担当課のほうからは、今年度の説明資料にはこの表は添付しない

ということで、データを財政のほうに提出しておりましたが、それの編集作業において機

械的なミス、ＰＤＦに変換する段階でこういったことが起こったり、場所によっては数字

が抜けたりということが起こったということで、説明資料を確認しながらきょうの説明に

向けて点検をしてる中で見つかったということです。当初からこの表はつける予定ではな

かったというところですが、余りにもわかりづらいことがありますので、改めて別紙で資

料は出させていただきたいと思います。 

○荒木委員長 ということですが、皆さん、よろしいですか。（発言する者あり） 

 古都勝人委員。 

○古都委員 事情は、今、わかりましたけれども、国土調査のところだけ質問をとめてお

いて、その間につくって持ってきてもらえば。森田技師におりてもらったがいいのかわか

りませんけども。その成果品自体はあるわけですか、データが。（「はい」と呼ぶ者あ

り）ほんなら簡単なことで。抜けてもらってもいいじゃないかと思いますが、どうですか、

同僚委員。 

○荒木委員長 皆さん、どうでしょう。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、森田技師に資料を作成していただいて、その間にほかのところを審査してま

いりますので、よろしくお願いいたします。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、７８ページ上段の井戸水等安定確保推進事業について質疑がございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 続きまして、下段の合併処理浄化槽設置整備事業について質疑がございますか。（「な

し」と呼ぶ者あり） 

 続きまして、７９ページ、簡易水道事業について質疑はございますか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

 下段、農用地総合整備事業について質疑がございますか。 

 岩﨑昭男委員。 

○岩﨑委員 この中で、防災重点ため池の関係を伺います。 
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 ５カ所、町内にため池についてハザードマップを作成するということなんですけども、

まず、この５カ所、場所はどこかということをちょっと教えていただきたいのと、今後、

このハザードマップを作成するに当たって、ため池を今後も調査していくのかどうかとい

うことと、このため池に認定という表現があるんですけども、この認定に当たるその流れ、

どういう形でその認定が行われてハザードマップを作成していくのかということを伺いま

す。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 失礼します。防災重点ため池でございますが、町内５カ所選定を受

けまして、字名でいきますと阿毘縁に１カ所、下阿毘縁に１カ所、神福に１カ所、花口に

１カ所、三吉に１カ所の計５カ所でございます。防災重点ため池については従来からあっ

たものなんですが、令和元年度に見直しにより再選定を行ったというものです。背景とし

ましては、平成３０年７月豪雨により、従来の防災重点ため池ではない小規模なため池に

ついて甚大な被害が発生したというようなことを受けまして、防災重点ため池の選定基準

が見直しになりました。従来は、ため池の規模によりまして堤体が例えば１０メーター以

上ですとか、貯水量が１０万トン以上だとかというような基準で、ため池の規模によって

選定されていたものが、今回は、決壊すると被害が出るおそれがある、民家等に被害が出

るおそれがあるため池というところに着眼して再選定をされたものです。その結果ですが、

日南町においては、従来、防災重点ため池はなかったんですけども、今回新たに５カ所の

選定を受けたというものになります。選定された防災重点ため池につきましては、令和元

年度中に場所の把握と緊急時の連絡体制、浸水想定区域というものを町と県と一緒になっ

て作成しまして、国と県の方針でハザードマップの作成も実施するということで、取り組

んでまいりたいというふうに考えています。また、令和２年度までの国庫補助の事業があ

りまして、その事業が国庫補助率１００％の事業でございますが、それが令和２年度まで

ということで、財政的にも有利な令和２年度にハザードマップの作成までを行いたいとい

うふうに考えています。（「来年度以降も」と呼ぶ者あり） 

○荒木委員長 岩﨑委員、ちょっと待ってください。 

 以上で、説明ですか。 

 岩﨑昭男委員。 

○岩﨑委員 済みません、来年度以降はこの事業というのは、とりあえず、この５カ所が

防災重点ため池、町内にはこの５カ所ということで終わりでしょうか。 
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○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 現在の５カ所につきましては、平成３０年、令和元年度におきまして県、

町職員で見回って、それと新しく防災重点の認定の基準に達するものということで５カ所

を選定しております。今後につきましては、全県におきましては、この防災重点、まだま

だハザードマップ等はこれから、まだ、２年、３年かけて事業をするというような計画を

持っておられます。また、町につきましては、ため池の台帳が１３６カ所だったと思いま

すが、全部でため池があります。これも、順次、定期的になり点検が行われますので、例

えば老朽化だとかそういったようなことで該当するものがあれば、そういった防災重点の

ため池の指定をするというような形になると思います。いずれにしても、この防災重点に

つきましては、今後、災害級の雨が降雨等、また、ため池ですと地震とかそういったもの

も関係するんですが、そういった災害が起こったときに重点的に優先的に点検、それは管

理者、所有者、そういった者が、先ほどもいいました連絡体制をとりながら点検をすると

いう仕組みになっていきます。ですので、必要があれば認定の追加というのはあるという

ふうに考えております。 

○荒木委員長 岩﨑昭男委員。 

○岩﨑委員 このため池のハザードマップですけども、従前から総務課のほうが町内のハ

ザードマップつくっておりますけれども、結局、この調査をして詳細な被害を受けるであ

ろうエリアが決定したりした場合、その町の、今作成して各地域、レッドゾーンだイエロ

ーゾーンだということで説明をしておるんですけども、そこに追加をしていくというよう

なことになるわけでしょうか、最終的には。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 御指摘の点です。当然、これにつきましては危険箇所であるというのは、

公共施設なり人家なり、そういったものに被害が想定されるということで指定されます。

それを地域として、当然、そういった危険なため池が、大雨が降ったりすると、地震があ

ったりすると危険なため池があるということは周知していただく必要はありますが、基本

的には、日ごろ維持管理、使用されてます所有者さんなり使用者さん、それとその周りの

関係者、そういったところが一義的には点検管理の対象者というところになります。ただ、

全体的にそういった危険箇所がため池にもあるという周知は、今後とも図っていく必要が

あると思いますが、まだ、そういった点では、防災重点のため池が指定されますと、県の

地域防災計画ですか、そういったところでレッドゾーンとかと一緒のことで箇所数の台帳
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が整って、それが、次には町の防災計画のほうに反映されていくという形ではあります。

ただ、地域的にはどこにそういったため池があるということは住民の皆さんのほうがよく

御存じだと思いますので、異常気象のときにはそういった危険があるということは周知を

図っていきたいというふうに思います。 

○荒木委員長 続きまして、８０ページ上段、農道等維持管理事業について質疑はござい

ますか。 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 ここでいう農道管理とは少し違うんですけども、従来から県営圃場整備事業

で整備した農道等について、地区ごとに管理委員を委嘱されて管理をされてきた経過があ

ります。３年任期で、３年ごとに町長から委嘱状が出されておったと思いますけど、最近、

それがなされていないと思いますが、こういうやり方がいいかどうかということも含めて、

地区再編とかはそういうやり方をされてないと思うわけですけども、しかしながら、地域

で、特に地主が直接農業をしないという実態もかなり出てきてます。入作で地域外から営

農のためにその農道を使われてるというような方がふえる中にあって、その農道そのもの

の維持管理について、例えば、目的外使用等についての管理が、今後心配をされる点もあ

るわけですけども、とりあえず、これまでにありました３年間の委嘱してその管理をお願

いをするっていう取り組みについて、されていないという状況を改善をしていただきたい

ということと、全般的な維持管理のあり方について検討をする必要があるのではないかと

思いますが、どうでしょう。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 県営事業等で整備しました農道の目的外使用ということで、これまで事

業を推進していただいた旧土地改良区の役員さんにお世話になって継続していたものです。

御指摘のとおり、３年任期だったと思いますが、町のほうから委嘱してそうした農道等に

異常がないのか、それとか、最近では林業が盛んになりましたので、木材搬出等に使いた

いというようなところで、使用前と使用後に特に損傷がないのかというところで、地区委

員さんということでお世話になっておりました。御指摘のとおり、ここ、多分５年ぐらい

更新はしておりません。今ありますように、当時の改良区の役員さんも確かに高齢化され

て離農されて、それということで、地区を熟知されてる若い方がなかなか交代なりそうい

ったところがうまくいっておりません。そうした今の御指摘のとおりもあります。現状の

耕作者なり農道の主たる管理していただいてる方々と改めてちょっと見直して、この目的
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外使用のための地区の委員さんというあり方を全町にわたって見直していきたいと思いま

す。手続が確かに怠っている点もありますが、委員の皆さんも世代が変わっておられると

いうところもあって、実情に合わせたものに変えていきたいと思います。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 そうしますと、下段の国土調査事業に移りたいのですが、その調査地域の資料がお手元

のほうに届きましたでしょうか。（発言する者あり） 

 それじゃあ、国土調査事業について説明をお願いします。 

 森田技師。 

○森田技師 済みません、資料を訂正させていただきました。申しわけございませんでし

た。今、お手元にお配りした資料が令和２年度実施予定ということで上げさせていただい

ております地区でございます。カラーの資料となっております。青色の部分が既に作業を

終わっているところでありまして、令和１年度補正と書いてある黄色の部分が補正繰り越

し分になります。令和２年度要望としまして上げておりますのがピンク色に示したとこで

あります。ここの図面でいきますと、上から２番目の河上、霞、続いて茶屋、菅沢、湯河、

福塚、こちらの地区に令和２年度の中で入っていくことになりまして、それに加えて補正

部分の神戸上が黄色になっておりますけど、神戸上のほうも事業を進めていくという流れ

になります。調査合計面積といたしまして１７．３１キロ平米ということで予定しており

ます。 

○荒木委員長 国土調査事業については、町民の皆さんも大変関心のある事業であります

ので、気をつけていただきたいと思います。 

 それでは、この件に関して質疑はございますか。 

 大西保委員。 

○大西委員 最初に出されたこの表なんですが、この表は、これは正しいと、最初に出さ

れたやつが。この表は２年前、３年前の表を出された用紙が、フォームがね。去年はこう

いった表が出てません、その前も出てません。３年前にこの表が、このグラフが出たぐら

いの表が、どこでどの地区やるかと。去年もこのような表を出されましたか、予算の説明

のときに。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 昨年は御指摘があったように表の資料は出しておりません。ただ、バックデ

ータとしてはつくっておりました。 
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○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 それで、昨年、予定等の進捗率とそれから達成率というんですか、それを聞

きまして、実際にやはりここに書いていただいてる令和２年度の見込み数字、進捗率であ

るとか何キロ平米と書いてあるんですが、実際の実績が一つは進捗見込みで令和元年度３

２．３３％になっておりますが、これは、計画に対してどれぐらいの率だったのか。要す

るに、令和元年度の目標に対しての、ちょっとそれを幾らだったのかわかりますか。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 昨年度の予算説明の際は、令和元年度末で３２．８７％ということで報告さ

せてもらったんじゃないかと思うんですけれども、実際、本年度、計上しております元年

度末が３２．３３％。こちらについては、この計上の仕方の考え方として、地元の方に閲

覧といって図面を見ていただいた作業が終わるまでを考えております。その作業が終えれ

なかった地区が、ことしでいきますと一地区ございましたので、その部分が進捗率が下が

った原因となります。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 先ほど、カラーの資料をいただきまして、みんなが注目しておるのは、茶屋

のＣで行われとりますこの実績が出たようでございますが、リモートセンシングですね。

元年とＥ１とＥ２までできとるようでございますが、精度はどの程度のもんでしょうか。

いわゆる、実質これまでやってきた方法とこれでやると若干の精度の差があるのかないの

か、お聞かせをいただきます。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 精度の差ということなんですけども、具体的になかなか言いづらいところが

あるんですけども、精度の区分としましては、乙２という区分なので、筆界点から筆界点

までの境界の誤差としては５０センチぐらいまでは許されるっていう精度の中で範囲を行

う業務になります。なので、今まででしたら、２０センチ程度だったところを５０センチ

ぐらいまでは余裕を見た精度の区分で作業を行いますので、それについては、その精度内

におさまる成果がおさめられていると思います。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 その基準が私わからないんですけども、その５０センチの誤差でも、いわゆ

る登記は可能と、許されておるということでしょうか。 

○荒木委員長 森田技師 
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○森田技師 まだ、登記まで進んだ地区は、茶屋で始めたばかりなのでないんですけれど

も、今、法務局とも県のほうから連携をとり合ってもらって、登記に向けては進めれると

いうことで確認はしております。 

○荒木委員長 この事業に対して、ほかにございませんか。 

 山本議長。 

○山本議長 まず最初に、この予算審査に臨む姿勢を改めてお願いをしたいと思います。

事前に誤りがある資料ということについては、こういうふうに最初から配付をしていただ

きたいというふうに強くお願いを申し上げたいと思います。前年度に比較して今年度どう

かというように、議員は比較をしながら予算の審査をしておりますので、事前に資料につ

いては配付をしていただきたいと強くお願いをしておきたいと思います。 

 お尋ねしたいのは、先ほど古都委員言われましたけれども、リモートセンシングですが、

これは茶屋のＣのというのは実施済みとありますが、Ｅ１、Ｅ２で、次にことし、令和２

年要望です、Ｈ工程まで進むということで、２段階でとんとんと進むもんなんでしょうか。

事前に境界の立会でしたか、事前に林地の役員さんが確認をするというような事業があっ

たと思いますが、そういう事業を重ねた上で、何年でこのＨ工程まで進むのか教えていた

だきたいと思います。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 済みません、資料が訂正があった点は、改めて申しわけございませんでした。 

 先ほど質問がありました、ここでいきますと茶屋のＣのリモートセンシング。令和元年

度にＥ工程実施しておりまして、令和２年度、赤色で示しているところが令和２年度とい

うことなんですけども、基本は２段階で進むというのが基本となります。 

○荒木委員長 山本芳昭議長。 

○山本議長 そうしますと、下のＤですけど、これは令和２年でＥ１、Ｅ２をやる。来年

度、令和３年にはもうＨ工程まで進むというふうに理解してよろしいですか。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 令和３年度にはＨ工程まで進むということです。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 御質問のリモートセンシングです。これまで、地籍調査事業は関係する

土地所有者がお互い立会してそこの境界にくいを打って合意して、それを測量して登記に

進める書類をつくるという流れで、おおむね、今約今４年ぐらい、始めてから、着手して
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からかかります。このリモートセンシングは、その現地で関係者が立ち会うということは

基本的には実施しないと。そのかわり、一昨年の林の事業でやりましたレーザー航測、今、

飛行機からレーザーを当てて地形を判読できるという、かなりな精度が高められた地図の

データがあるということで、これを現地でなく集会所なり、そういったところでそのデー

タを見ながら、ここが境界だよということが合意できることが前提で進められるものです。

ですので、当然、現地に行ってくいを打って、それを人の力で測量をしてというところが

省略されますので、ここでいいますＥ１、Ｅ２、この調査工程で境界さえ合意ができれば、

あとは座標とかの図上でできるというところが工程短縮になるというところが、新しいそ

ういった取り組みということで全国的に始まったところです。全国で５例だったっけ。

（「４」と呼ぶ者あり）全国でも４つの市町で始めたばかりのところであります。今回は、

山村境界基本調査ということで、国の調査で境界点には最低限なくいがありましたので、

おおむね、所有者も共有山だとかそういったところで、比較的個人がぶつかり合うような

ところも少なかったので、基本的な合意はあっとります。得られましたので、順調に進ん

でおります。まだ、県内では八頭町のほうでやっておりますが、そちらのほうは１，００

０筆からあるという、１，０００筆からあるということで、そういったことがどうやって

できるんだろうかというところでも、やっぱり私らからいけば、密集したところなり利害

関係が生じるところはどう整理するのかというのは、そうしたところもこのリモートセン

シングを推進するに当たって、課題を整理しながら、できれば、なかなか、今でいけば４

５年ぐらいかかるんじゃないかというようなペースですけども、それを短縮して完了でき

るというふうに事業のほうを持っていきたいと思います。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 重ねて伺いますけども、先ほどの説明では、５０センぐらいの誤差と。いわ

ゆる、ＧＰＳでの処理が普通２０セン、今の画像解析等で２０センぐらいのものでしたら

衛星からでも判別がつくというような時代になってきましたけども、いわゆる三角点をど

こにあるかわかりませんけれども、私、現地の。いわゆる、筆界で５０センチ違えば、次

の筆界では１メートル違う理屈になりますよね。特定な三角点から基準をとって、筆界ご

とに５０センずつ違っていけば、戻る場合もあるかもわかりませんけども、５０セン、基

本的には筆界で、１筆で５０センの差が出るいうことになると、２筆向こうだったら１メ

ートル、３筆向こうなら１メートル５０というような差が出てくるんじゃないかと思いま

すけども、そういったものの補正はどうしてやるんですか。いわゆる座標登録が法務局の
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ほうでそれでもできるのかどうか、ちょっと疑問に思ったんですが、実際には何かの技術

があって補正をされて、いわゆる地区全体の周りをはかって調整するとかいうやなことで

もやっておられるんでしょうか。 

○荒木委員長 森田技師。 

○森田技師 基準点の、先ほど、誤算の範囲は５０セン程度と話させてもらったんですけ

ど、実際には、その５０センもあるところがあるかどうかっていうのは確認はできてない

んですが、５０センの範囲までは許されるということで話してもらったところであります。

先ほど言われた筆界点については、今回の場合でいきますと、山村境界を事前にやった地

区でございます。そこの地区については多角点、基準点をもう周り外周回っている地区で

ございますので、そこの基準点から筆界点を確認していく作業になると思われますので、

基準点が何もないところだと、今言われたような、古都委員からの指摘があったようなこ

とが起きる可能性があるので、ちょっとその対応については、今後どういった対応ができ

るかというのは検討していく必要があると思います。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 先ほど、課長のほうから説明があった共有とか、いわゆる個人での利害の少

ないところはまあいいし、今、技師から説明があったように、多角点が既に設置してあれ

ば、周辺測量があらかたできるわけですんでいいのかもわかりませんけれども、これをも

って、どうですか、日南町の残りのところが加速できるのかどうかいうことになると、そ

の前に作業せんと、いわゆる図根三角点以外、多角点がなけりゃなかなか難しいとは思う

んですが、そこら辺は、今の林業関係との調整は今後もつけていかれるということで理解

してよろしいでしょうか。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 リモートセンシングの件につきましては、境界点にはくいを打たないと

いうところがあって、それに補足する資料によって合意が得られればというところであり

ます。最終的には、登記所に行きますとその座標管理というのが生じますので、これはレ

ーザー航測でも基準点が設けられております。それが使えるのか。それと、実際登記用の

座標に補足する基準点を追加する必要があるのか、そういったところは新たに始めるとこ

ろについては、今後確認をしながら進めたいと思います。 

 林業のほうとの関係です。これを今、町の推進協議会で進められるところがないのかと

いうことで、各まち協におられます推進委員さんのほうにも問いかけ、こういった事業の
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中身ですということを説明しながら取り組みを拡大しようというふうに、今後、予算も見

込めますので、しようとしておりますが、まだ、なかなか、一般的なところで手が挙がる

という状況ではありません。やはり、現地にくいがないというところは、一つの最大の支

障かなというところはあります。ですので、共有山である程度管理されてる方があるとか、

山の施業をしっかり、例えば森林組合とかそういったところで、山の境界とかあのあたり

がある程度の資料があるとか、そういったところでないとなかなか実際これを取り組んで

みようというところは、今のところ少ないなというふうには感じております。ただ、こう

したとこで、予算が、これが例えば強化されていくということになれば、町内でも、さす

がに今から４０年待ってでもくいを打つというところはさすがにないっていうか、どこか

で見切りをつける必要があると思いますので、推進できるところからやっていきたいとい

うふうに思います。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 そうしますと、今の話を総合しますと、そういった技術の習得や、いわゆる

進捗率の確保等を考えた場合には、例えば、町有林あたりの大きな面積で、いわゆる町が

所有しとるとこなんかはどんどん進めて技術を高められれば、先ほど課長が言われたよう

に、人家の近くなんかは利害関係が出るわけですから、それまでに練習を兼ねて、町有林

１，８００町歩ですか、このあたりでしたらやりやすいんじゃないかと思いますが、そこ

ら辺お考えはどうでしょうか。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 事業推進におきましては、町有林というのは取り組みやすい場所ではあ

るとは思います。ただ、国の国有林は基本的には地籍調査を実施しないというところもあ

って、その限られた事業費の中で町有林、基本的には農林課のほうで管理をされとると思

いますが、そういったところに、民有林のところへ優先して予算をしていいのかなという

疑問はあります。やはり、そうしたものは、行政として町有林は別のところで管理はして

おりますので、取り組みたいと、地籍調査を進めたいというところには、やはり優先して

予算を配分していきたいなとは思いますが、リモートセンシングは予算つくけどどこも手

が挙がらないということになれば、町有林とかというのもあり得るというふうには考えま

す。 

○荒木委員長 それでは、よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、次のページに移っていただきまして、下段、農業集落排水事業について質疑はご
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ざいますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ８２ページ上段、単県土地改良事業について質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 下段、治山事業について質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 古都勝人委員。 

○古都委員 治山でありますけれども、箇所数が３地区ということですが、この、いわゆ

る着工する順番の決定あたりは、何か基準を持って選定しておられますでしょうか。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 令和２年度に取り組んでいる３カ所につきましては、平成３０年災

で被害報告ありましたもののうち、宅地裏等に係る斜面について全箇所回らせていただい

て、あと、単県小規模急傾斜と別に単県斜面という事業もございまして、そちらのほうで

５カ所、単県小規模急傾斜地のほうに５カ所ということで事業化はさせていただきました。

それで、３０年度予算において単県斜面のほうは事業完了ということで、あわせまして、

単県小規模急傾斜地のほうは少し難易度が上がってくる事業でございまして、県の予算配

分によりますが、元年度予算で２カ所、２年度予算で３カ所の予算を計上しております。

県の予算配分によってなかなか一概には言えないところもございますが、なるべく、崩れ

て家のほうにも土砂が集まっている箇所とかというところを優先的にさせていただいてる

つもりでございます。 

○荒木委員長 そうしますと、８３ページ、林道新設改良事業について質疑はございます

か。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、ないようですので、８４ページ、土木一般管理事務から、９０ページ、

公共土木施設災害復旧事業までの説明をお願いします。 

 相見室長。 

○相見基盤整備室長 そうしますと、８４ページ上段、土木一般管理事務でございます。

予算額２，７８８万６，０００円、前年と比較しまして８２７万５，０００円の減額です。

主な執行経費としましては、職員給与費４名分で２，７２９万円。各種期成会等の負担金

及び分担金としまして４２万２，０００円を計上しています。 

 続きまして、下段、道路橋梁事業です。予算額３２０万円、前年と比較しまして１３０

万円の減額です。減額の要因としましては、令和元年度におきましては、町道台帳整備に

係る委託料を計上しました。これは、三吉バイパスの完成に伴う旧道の移管を受けまして、
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町道台帳の整備を行ったものです。執行経費としましては、工事請負費３２０万円。交通

安全施設設置工事を行い、町道等の区画線及びカーブミラーを設置します。 

 続きまして、８５ページです。道路維持管理事業です。予算額２億５，７１６万９，０

００円、前年と比較しまして３，７３９万１，０００円の減額です。これは、平成２４年

度から受託して行いました県道維持工事の取りやめ、また、令和元年度におきましては、

トンネル点検の委託料としまして計上したことが要因となります。 

 最初に、道路維持管理事業のほうですが、予算額が８，０５５万７，０００円。この事

業は、町道の維持・修繕・管理を行うものですが、またあわせまして、交付金・過疎債を

活用してのり面対策、舗装修繕を実施します。主な執行経費としましては、委託料として

下石見地内の町道霞福塚線のり面対策事業の用地測量費３００万円。工事請負費としまし

て、町道維持工事２，０００万円、舗装修繕工事２，５００万円、のり面対策工事２，５

００万円を計上しています。 

 次に、除雪事業です。予算計上額１億７，６６１万２，０００円。主な執行経費としま

しては、車両整備・修繕費１，５００万円、町道除雪委託料５，０００万円、県道除雪委

託料８，０００万円、備品購入費としまして、除雪機械８トン級ドーザの更新に１，６５

０万円、鳥取県除雪機械運転手育成支援事業補助金に１００万円を計上しています。主な

財源としましては、防災・安全社会資本整備交付金２，８４６万円。県支出金、鳥取県除

雪機械運転手育成支援事業５０万円、県道除雪委託料８，０００万円、過疎対策事業債４，

４５０万円です。 

 続きまして、８６ページです。道路新設改良事業です。予算計上額７，５５４万４，０

００円、前年と比較しまして１，３９９万円の増額です。この事業につきましては、社会

資本整備総合交付金等の交付金を活用しまして道路改良事業を行うものです。令和２年度

は、継続事業であります生山印賀線、大菅阿毘縁線の改良工事を行います。また、県営白

谷地区基盤整備事業に係る町道拡幅の要望を受けまして、測量設計を実施し、基盤整備事

業との連携を図りたいと考えています。主な執行経費は、委託料３００万円、工事請負費

５，０００万円。財源は、社会資本整備総合交付金３，０００万円、補助率は６０％です。

過疎対策事業債２，５５０万円です。 

 また、あわせまして、継続事業であります生山印賀線・大菅阿毘縁線・霞福塚線の現在

の状況について説明させてください。町道生山印賀線については、用地交渉が難航してい

ましたが、令和元年１１月に解決に至りました。内容としましては、町道拡幅により兼用
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護岸を河川側へ張り出すために、対岸の山林の一部を買収して護岸を広げる必要がありま

したが、その山林の所有者から現地の所有権に相違があることを主張され、同意が得られ

なかったというものです。現在は、土地の境界確認を終え、登記資料及び補償費の算定を

行っておりますが、土地の使用工事には内諾をいただいております。また、大菅阿毘縁線

ですが、冒頭、課長からも説明ございましたが、長年の懸案事項でありました保安林解除

が令和元年１２月に解除となりました。令和２年度におきましては、現在改良済み区間の

阿毘縁側の現道すりつけを保安林の掘削工事と併用して実施したいというふうに考えてい

ます。また、霞福塚線については、現道部に保安林が残っているというような状況で保安

林解除に難航しましたが、県と協議を重ねて資料を作成しまして、令和２年３月２日に保

安林解除申請を提出しました。今後、保安林解除を待って、令和元年度の繰越予算で保安

林部の掘削工事を行いたいというふうに考えております。 

 続きまして、８７ページ上段、橋梁維持管理事業でございます。この事業は、橋梁の維

持管理を行うものですが、令和２年度には、平成２７年に点検を行った橋梁８２橋の点検

を行います。また、長寿命化修繕計画、令和元年度の点検結果に基づきまして、橋梁修繕

に係る委託料を予算計上しています。予算額４，６００万円、前年と比較しまして２，９

００万円の増額です。これは、橋梁の点検数と修繕委託料を計上したことが要因となりま

す。執行経費は委託料４，６００万円で、財源は防災・安全社会資本整備交付金、補助率

が６６％で２，６４０万円。過疎債が８３０万円です。 

 次に、下段、河川総務一般管理事務です。予算額６５２万２，０００円、前年比増減な

しです。この事業は、町が管理する普通河川等の維持管理、修繕を行うものです。主な執

行経費としまして、３０年度から実施しています緑屋川護岸修繕工事を交付金を活用して

４５０万円で取り組みます。また、河川維持工事に２，０００万円を予算計上しています。

財源は、電源立地地域対策交付金４４０万円、緊急自然災害防止対策事業債２００万円で

す。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 続きまして、８８ページ上段です。土木費の県営住宅維持管理事務

となります。この事務につきましては、従来どおり、三栄の伯南第一団地１０戸と、霞の

伯南第二団地５戸の維持管理を行うものです。主な執行経費といたしましては、需用費、

役務費の郵券料等、また、使用料、コピー機の使用料を支出しております。前年度比較で

９万２，０００円増の５９万７，０００円の予算とさせていただいております。財源とい
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たしましては、全額が県営住宅の管理委託費というところで県からの委託費を財源として

おります。 

 続きまして、下段、住宅管理事務でございます。こちらにつきましては、いわゆる町営

住宅及び特定公共賃貸住宅と呼ばれる住宅７７戸、その他、町の普通財産の住宅７戸につ

いて維持管理を行っておるものです。昨年と比較しまして６８８万９，０００円の減額と

なっております。この要因としましては、冒頭、課長が申し上げましたとおり、今年度当

初予算で計上させていただいておりましたカンファト日南団地３戸の外回りの修繕工事が

年度内完了が非常に難しい状況でございます。これについて繰り越しをさせていただいて、

新年度につきましては新たに予算を計上しないという形で執行をさせていただきたいと思

います。こちらの部分が６８８万円と前年比との差額となっております。あとの維持管理

に係る費用としましては、おおむね前年どおりとしております。特に、建物設備修繕費の

中ではボイラーを定期的に更新を行っております。５台程度交換をいたしますけれども、

今年度の実績等に基づきまして若干金額を調整させていただいております。あと、大きな

ものでいいますと、なごみの里の鳥取県の住宅供給公社に負担金としてお支払いしている

もの、これが令和１９年度まで支払いが続きますけれども、こちらのほう１８６万３，０

００円計上させていただいております。財源といたしましては、住宅の使用料６３１万２，

０００円及び町営住宅の集会所の使用料１，０００円として、全て住宅関係の使用料とい

うところで賄いたいと思っております。 

 続きまして、８９ページ上段です。定住促進施設維持管理事務でございます。こちらに

つきましては、定住促進施設のいわみにし６戸について管理を行うものです。現在、いわ

みにしにつきましては、入居が６戸中３戸という状態でございますが、当初予算につきま

しては、また入居の見込みがあるというところで、前年度と同様の４８万９，０００円の

予算を計上させていただいております。財源のほうは、使用料のほうが４３万７，０００

円、一般財源が５万２，０００円とさせていただいておるところです。 

 下段です。短期滞在型専用住宅管理事務です。こちらにつきましては、お試し住宅６戸

及び高齢者ショートステイ住宅６戸の維持管理を行っております。若干、需用費のほう見

直しをさせていただきまして、４万６，０００円減の２１９万７，０００円の予算とさせ

ていただいております。財源といたしましては、使用料が１７５万４，０００円、その他

を一般財源とさせていただいております。 

○荒木委員長 相見室長。 
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○相見基盤整備室長 ９０ページ、災害復旧費でございます。上段、耕地災害復旧事業。

今年度予算額６００万円です。執行経費は委託料６００万円。これは災害発生時に災害査

定を受けるため、早急に測量設計を発注するための予算になります。 

 次に、中段、林道災害復旧事業。本年度予算額５００万円、前年比増減なし。執行経費

は委託料５００万円です。 

 次に、下段、公共土木施設災害復旧事業。本年度１，６７０万円、前年と比較しまして

１，７３０万円の減額です。主な執行経費は、委託料９００万円、工事請負費７７０万円

です。 

○荒木委員長 そういたしますと、ただいま説明をしていただきました質疑を行います。 

 ８４ページ、上段、土木一般管理事務の質疑ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 下段、道路橋梁事業、質疑ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ８５ページ、道路維持管理事務について質疑はございますか。 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 昨年の経済福祉常任委員会でも検討、協議されたと思いますけど、町道の維

持管理であります。５工区に分けて事業者に建設業者に管理されとりますけども、それが

年４回と異常気象時のパトロールということなんで、プラス小修繕ということでしょうけ

ども、本当にその業者によって差があるとは思いますが、定期的な管理がされていないと

ころが見受けられます。特に集落内は住民の方がかなりやってくれますけども、峠付近の

側溝が土砂で埋まったまんまで水があふれとるとか、そういうようなとこが数カ所、とこ

ろどころ見受けられます。やっぱり点検マニュアルとかチェックシートとかそういうこと

も含めて、どの業者が担当しても一定レベルの管理ができるような取り組みを求めたいと

思いますけども、どうでしょうか。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 御指摘のありました維持工事のパトロールにおける点検マニュアル

についてでございますが、現在、令和２年度に向けて工事発注の準備のほうを行いつつあ

りますが、工事発注時に、最初の段階としまして、パトロールの記録簿について統一化を

図りたいというふうに考えております。その中で試行錯誤、パトロール等しながら、業者

と相談しながらよりよいものをつくっていければというふうに考えております。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 それと、やっぱり建設課の職員も年に１回か２回は回ってみて、きちんと管



－23－ 

理がされてるかどうかの確認もしていただきたいと思います。帳簿上だけの管理じゃなく

て、書類だけの管理じゃなくて、やっぱり現地を見ていただく管理、監督をしていただき

たいと思います。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 御指摘のとおり、町道、県道もありますが、維持管理事業、業者だけで

は十分な目で見て回れてない。職員が異常があるところをチェックし切れてないというこ

とはこれまで御指摘あったとおりであります。職員のほうにつきましても、自分の仕事で

行った現場で異常があれば建設課の中ではＬＩＮＥでこういった穴があいてるよとか、不

都合があるっていうようなところはやりとりをするように、少しでも早く対応できるよう

にということで行って、それを徹底していきたいと思いますし、やはり枝線までの町道、

なかなか目が行き届きません。やはり住民さんからの情報というのも大事なところで、そ

ういった点で自治会長さんや、あとまち協の会長さんなり声をかけていただくことも引き

続きお願いしながら、そうした維持修繕に努めていきたいというふうに思います。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 除雪の関係ですけれども、いわゆる町外の除雪があって町内の除雪がおくれ

るというようなことが過去経験がありますけども、広瀬土木にしても南部町にしても非常

に急傾斜で、雪の量にもよりますけれども、除雪の時間が雪の量ではしばらくかかると。

したがって、かえって町内の除雪をするときに、いわゆる出勤時間等に間に合わないとい

うようなことが雪のぐあいではあっておりますけれども、そこら辺の除雪の順番ですね、

ここら辺についてどのように考えておられるか、お聞かせをいただきます。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 町内だけでなく、建設課のほうでは県道の伯太側なり、南部町の一部、

一軒家であるところにつきましては、なかなか隣から実施するということが困難なので、

日南町のほうが近いということで何カ所か受けてる場所があります。そうした中で、基本

的には通勤時間の７時までには本線をかくようにというところはありますが、やはりそれ

以外、それでおくれてるというふうには余り認識はしてなかったんですけれども、町内に

おいても本線が７時まではやれるけれども、枝線になるとやはり昼近くまでかかるという

ような、早く除雪してほしいという要望はこれまでもあっております。なかなか機械をふ

やせば、オペさんをふやせばというようなところでも対応ができないところもありますの

で、御理解をいただきながら、除雪の順番経路につきましては、最終的にはオペレーター
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さんに確認をしていただきながら、まずバス路線、それと生活道路でも集落を結ぶところ、

重要なところ、その次につきましては、枝道の、突き当たりの一軒家なりそういったよう

なところで、オペレーターさんの判断の持ち分のエリアの中で早期に除雪をするというこ

とで努めてるところであります。そうした中で、やはりどうしても遅いとかそういったと

ころもありますが、枝道の小さいところに関しましては、総務課で事業を起こしました集

落除雪機械支援事業ですか、そういったもので集落の方にも対応していただくなり、そう

いったものにも使えるにような体制を整えて、早期除雪につきましては、すべからく７時

っていうのは正直困難なところですけれども、生活の通勤時間等、できるだけ対応につい

ては検討して、改善を進めながら進めていきたいと思っております。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 本線、支線、同時には全部かけないわけですから、そこは理解しております

けども、やはり他県が先で地元が後だとか、他町が先で地元が後だいうのは、感情的にそ

の地域の者は町を先かくべきじゃないかという思いがあるわけで、そこら辺が払拭できれ

ばなと思って質問したとこですが、そこら辺も雪のぐあいだと思いますけども、また課の

職員の皆さんも検討してみていただきたいと思いますが。 

○荒木委員長 そういたしますと、８６ページ、道路新設改良事業について質疑はござい

ますか。 

 櫃田洋一委員。 

○櫃田委員 まず、ちょっと確認させていただきたいんですけども、昨年度の予算で工事

請負費、生山印賀線、霞福塚線、内方線、４，０００万円計上されてて、それで、繰越明

許費で霞福塚線改良事業、１，１５０万でちょっと出てるんですが、これは場所はどこで

どういった工事でしょうか。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 令和元年度の繰越予算１，１５０万円については、三吉、無坂のほ

うに上がりまして右手に保安林がございまして、そこの掘削工事を予定しています。霞福

塚線です。 

○荒木委員長 櫃田洋一委員。 

○櫃田委員 わかりました。それが３月２日に保安林解除の申請をされたということで、

じゃあ理解させていただきます。それで、あそこの工事なんですけど、保安林があってず

っとちょっと工事ができないというふうに説明を受けておるんですけども、やはり地元か
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らは途中で工事が投げておられるような感じで進んでないと。川のほうには土のうといい

ますかトンパックが積んであって、それももう中の土、砂ですね、砂が破れて砂が川のほ

うに出てるんですね。あとは、ちょうど坂道上がっていきますから細いし、ことしは雪が

降ってないのでそんなに除雪はないですけども、ただポールが立っててロープが張ってあ

るだけ。夜間は光りますから比較的はいいんですけども、カーブでもありますし、家も一

軒あって出入りされるときにすごく多分気を使われるので、早くやってほしいという声が

非常に多く、いつされるんだということなので、ちょっと今後の工程伺いたいんですが。 

○荒木委員長 相見室長。 

○相見基盤整備室長 霞福塚線につきましては、昨年度、平成３０年度に護岸のつけかえ

工事をしまして、それから保安林解除ということで途中中断している状況でございますが、

去る３月２日に保安林解除の申請までできましたので、今後、秋ごろ、保安林解除に３カ

月から６カ月程度かかりますので、それを待って９月ごろの工事発注で、令和２年度中に

は今の１，１５０万については完了したいというふうに考えております。 

 また、継続事業が３地区ございまして、交付金の配分等にもよって左右されますので、

今隔年で事業のほう予算をつけて行っておりますが、今後どういった形で進めるべきなの

かというのをもう一度協議しながら進めてまいりたいというふうに思います。 

○荒木委員長 櫃田洋一委員。 

○櫃田委員 予算の関係がありますから一度にはできないと思うんですが、そうすると９

月ぐらいに保安林の部分、ほんの多分一部だと思うんですけども、例えば工程がある程度

できたときに、以前、数年前に地図というか色を塗り分けした、何年にどこをするという

ような地図は、ちょっと地元説明会はしていただいて、すごく気が遠くなるような思いを

したんですが、またそういったちょっと説明会もできたらしていただきたいし、実際に危

険な部分もありますので、早急な着工をお願いしたいと思います。 

○荒木委員長 回答ありますか。 

 相見室長。 

○相見基盤整備室長 また工事の着手時には説明に行かせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○荒木委員長 近藤委員、関連ですか。 

○近藤委員 若干関連です。 

○荒木委員長 では、近藤仁志委員。 
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○近藤委員 済みません、保安林解除というのが、いわゆる６カ月から上かかるというこ

とですけど、これ、工事が始まってここに国有林があるというのを把握されてから、この

申請するまでに結構な時間を要してるように思うわけなんです。その手続というのがそん

なに時間がかかるもの、書類の準備などにかかるのか、その辺をちょっとお伺いします。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 保安林解除の手続につきましては、最初に話をしました、大菅阿毘縁線

のこともあります。これが日南町としては発端だとは思いますが、これの解除で約６年近

くかかっております。今、保安林の解除の手続というのは、かなり国の審査、許可を受け

ないといけないということで、特に公共事業ではかなり、日南町だけでなく全国的にすご

く審査が厳しくて、なかなか解除同意が得られないというのが実情であります。今回の霞

福塚線につきましても、農免道路に引き継いだところに保安林の解除がされてない場所が

あるということで、過去の県が行った工事からさかのぼってその理由書、説明をつけてと

いうことで、その事務量というのは膨大であり、今、嘱託の職員がほぼつきっきりという

ような状態で、今月やっと申請までたどり着いたというとこです。ここにつきましては、

そういった事前協議が比較的調整ができたと思いますので、多分予定どおり工事が進めら

れるんじゃないのかなというふうには思っております。保安林につきましては、なかなか

これまでの過去の経過で、今すごく公共事業は支障になっておりまして、そうしたものは

本当は事前にきちんと調査をして、時間がかかるんならそれなりな準備期間をもって進め

たいと思いますし、先ほどの櫃田委員さんのほうからもありましたが、事業のほうについ

ては、工事的には、例えば霞福塚はあと４年かかるというような説明を地元のほうにこれ

までしてきております。ただ、社会資本の交付金につきましては、改良につきましては

年々減らされてると。防災安全のほうは伸びてるんですけども、その分、改良のほうは予

算配分が抑えられとるというところもありまして、町内あと３路線、そういったところの

事業費を確保しながら順番にというようなところがありますので、必要な説明のほうには

出向きますが、やはり年数がかかってくるかなとは思います。ただ、全体的に改良が均衡

に進められるようにというようなことで予算配分のほうを引き続き考えていきますので、

その中で保安林解除というのも事業計画として時間をとるというような手法もとっていき

たいと思います。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 大変内容よくわかりましたけど、ここに保安林があったということは事前に
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わかったということで、手続がこんなにたくさんかかるということは、やっぱりそれなり

の準備をしていただきたいと思います。やっぱり工事が始まったら地元住民は一刻も早い

完成を待ち望むものですから、それで、これ、国等の調査とか要望とか聞いて申請をされ

るわけで、要するにこの申請をされたらほとんど間違いなくオーケーが出るというような

ニュアンスでよろしいですか。いろんな準備されると思いますけど。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 保安林解除につきましては、逆です。国からの修正なり、保安林として

の機能をいかに保持するかという条件が逆にいっぱいついてきますので、それのことで、

申請すればという段階では、申請して国がどう判断するかですが、今回はあらかじめ県の

中でも通りやすいように調整していただいてるところだと思います。それの逆で時間がか

かったのが先ほどの阿毘縁の件はそういったところで、かなりな修正修正が積み重なって

年数がかかったというところであります。ただ、全体的にどこの公共事業に関しては、こ

の保安林はすごく厳格に実施されておりますので、林野庁の判断、林野庁の担当によると

いうところが多分なところを占めております。 

○荒木委員長 岩﨑昭男委員。 

○岩﨑委員 いろいろと質疑があるようですけども、町道は地域住民にとって非常に重要

な、大切な生活道路であるという位置づけの中で、この地域の要望と改良について、地域

の要望が非常に強いものであると捉えております。限られた財源の中でそれを行っていく

という厳しさもあるわけでございますけれども、既に過疎計画あたりで改良していく路線

というのが示されておるわけでございます。この路線の、やはり着工の基準というか優先

順位。計画をしとったんですけども、途中で災害にあって他のところが、そちらに予算を

回さなければならないというような案件も多々あるとは思うんですけども、やはり優先順

位、着工の基準というようなものがございましたら、その部分を説明をいただきたいと思

います。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 道路改良の計画につきましては、具体的には財源を確保する中で過疎計

画の中にどこをやるかという箇所が列記しております。これは従前から地元から要望があ

ったところで、一部測量や設計まで終わってるところもあったりしますが、やはり予算の

配分待ち、国からの補助金、交付金を待ってるというところはあります。最終的に順番っ

ていうところになりますと、優先度が反映されるべきだとは思いますが、現在のところは
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今計画しております、先ほどの阿毘縁、三吉、それと印賀、宝谷ですね。そういったとこ

ろを重点的にいきますが、まだこれを全部完成させるだけでも数年、数年っていうか１０

年まではかかりたくはないんですが、予算の配分でいけばそれほどの事業量を抱えており

ます。その中でまた、発電所の横手の町道改良もありましたが、町の事業で必要なものに

ついては追加してやっていくというような形になると思います。ですので、今の３路線以

外につきましては、現在のところでは白紙の状態ではありますけども、過疎計画に上げて

るところに関しては実施をしたいということで考えております。 

○荒木委員長 よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ちょっと時間が長時間になりましたので、ここで一旦休憩といたしたいと思

います。再開は５５分といたします。１０時５５分といたしますので、よろしくお願いし

ます。 

〔休  憩〕 

○荒木委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ８７ページ上段、橋梁維持管理事業について質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 では、下段、河川総務一般管理事務について質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 ８８ページ上段、県営住宅維持管理事務について質疑はございますか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

 山本芳昭議長。 

○山本議長 昨日の教育課でお聞きをしたところですが、教員住宅の家賃が昨日５，１０

０円ということで聞いたんですが。（「今は県営だないだ」と呼ぶ者あり）あ、県営住宅、

町営住宅でした、済みません。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 では、下段の住宅管理事務について質疑はございますか。 

 山本芳昭議長。 

○山本議長 済みません、ちょっとお手つきをしました。町営住宅ですが、昨日、教員住

宅の件がございましたが、町営住宅の家賃についてお尋ねをしたいと思いますが、きりし

ま団地の家賃は所得に応じてでしょうけども、最低幾らということがあるのでしょうか、

お尋ねします。 
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○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 済みません、具体的な最低の額というところ、本日ちょっと持って

上がってはおりませんけれども、住宅につきましては、取得時の価格から経過年数や立地

の条件等を加味して、毎年家賃を算定しております。この家賃につきましては、低い方で

１万円台後半の家賃でお住まいいただいてるとは思いますけれども、何分公営住宅になり

りますと所得に応じて住宅の家賃が異なりますので、そういったことで御理解のほうお願

いしたいと思います。 

○荒木委員長 山本議長。 

○山本議長 お尋ねしたかったのは、教員住宅に町の職員さんが入られるということで、

その家賃が５，１００円というふうに昨日お聞きをしました。きりしま団地には多分、町

の職員さんは入居は難しいと思いますけれども、所得の要件がありますので。今お聞きを

すると最低でも１万円ですか。 

○荒木委員長 １万後半です。 

○山本議長 後半ということでしたので、そうするとかなりの差がありますよね。公平性

という観点で、どのようにお考えなのかお尋ねいたします。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 町営住宅に、県営住宅もそうなんですが、設置管理条例の中でおきまし

て、家賃の設定というところで定められております。ちょっとデータが古いんですけども、

先ほどですと、きりしまの住宅ですと１万７，８００円あたりが多分下限になるんじゃな

いのかなとは思いますが、逆に所得要件で所得がある方の階層で高いところで３万５，０

００円近いという方もあります。それ以外にも所得超過というところも何件かありまして、

５万円を超すような住宅料の料金の設定になってるというところはあります。そういった

とこで、町営住宅、県営住宅は条例に基づいて、それと所得の要件、入居されます方に応

じて料金設定をしてるというとこで、これにつきましては建設費も絡んでおりますので、

そうした料金設定は収入要件に応じてというところと、特定公共住宅につきましては、所

得の要件は逆に１５万８，０００円以上の入居要件というのが、所得要件があります。そ

うしたとこで運営をさせていただいております。教育委員会の５，１００円ですか、その

あたりの設定につきましては、管理するべきものが違うというところで町営住宅とは異な

るとは思いますが、町営住宅の中でも古い植松山団地とかそういったところは何千円とい

う設定にもなっておりますので、そうした中でのバランスではないのかなというふうには
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思います。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 それに関連するというか、最初のですけど、財源なんですが、昨年度の財源

と今年度の財源が半減になっておるんですが、金額言ってもいいです、半減になってるん

ですが、これは入居率とかその辺関係して半減になってるのか。その理由をお聞かせくだ

さい。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 失礼いたします。先ほどの大西議員の御質問ですけれども、住宅管

理事務につきまして、住宅料そのものの使用料の収入は大体年間１，９００万円ぐらいの

収入を見込んでおります。その中で、歳出に合わせました財源の組み方をしておりまして、

前年度は１，３２０万円の支出を、歳出予算を計上させていただいておりましたけれども、

本年度、先ほど御説明さし上げた理由で６８８万円の支出の減額ということをしておりま

すので。屋根の、外回りの修繕の見送りをしておりまして、結果、歳出額が減っておりま

すので、それに合わせて財源のほうも減額をしてるといった状況になっております。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 今説明があったわけですけども、公営住宅法に基づく料金設定、家賃の。こ

れは説明があったように、それぞれ所得段階によって家賃の差があるわけだけども、これ

は条例で、町独自で家賃設定はできるということの確認をしたいと思うんですけども、公

営住宅法での所得段階の家賃設定も一方であるわけですけども、それとの関係についても

ちょっと確認をしておきたいですが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 基本的には公営住宅につきましては、久代議員おっしゃいましたと

おり、公営住宅法にのっとって家賃算定をするのですが、その中で町のほうの判断で計算

途上の係数をある程度数字を考慮するということはできます。ただ、従来、日南町のほう

はそのような方式はとっておりませんで、ちょっと近隣のほうもそういった状況のほうは

確認しておりません。 

○荒木委員長 それでよろしいですか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 いや、私が確認したいのは、町の条例で家賃設定を、独自のいろんな係数の
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こともあるかとは思いますが、最終的には公営住宅法で所得段階別の家賃の基準設定があ

りますよね、所得段階で。それよりも日南町の実態に応じて一定の家賃設定を自治体独自

でできるのかということの確認です。それを示してください。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 所得要件におきます家賃設定につきましては、ちょっと厳密に言ってで

きるのかというのは定かではないんですが、それ以外に特定公共住宅は以前、数年前に家

賃の設定を下げた経過があったと思います。ある程度古くなってということが原因だった

とは思いますけども。ただ、減免規定に関しましては、家賃決定の算定については、基本

的には他市町なり県なり、そういったものに倣ってやってると思いますので、今のところ

そこを変えるというところは考えてはおりません。ただ、できるかどうかというところに

ついては、済みません、法的にどういうふうに決まってる、仕組みになってるのかという

のが今ちょっと即答はできないんですけれども、住宅料の使用料に関しましては、そうい

ったものに倣って適正に実施しているというふうに考えております。ちょっと答えになっ

てないところがありますが。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 それは後ほどでもいいですから調べていただきたいと思いますが、ただ、要

するに建築から何年、築後何年たっているのかということも家賃の基準になるのかどうな

のかということも教えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 いわゆる公営住宅法に基づく公営住宅。本町では町営住宅と特定公

共賃貸住宅とは分けて呼称しておりますけれども、町営住宅につきましては、経過年数を

毎年考慮するような家賃の算定式になっております。経過年数係数という、係数がござい

まして、毎年同じ住宅でも若干家賃が下がっていくような、数年に１度、形になっており

ます。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 山本議長。 

○山本議長 カンファト団地修繕工事、平成３１年度予算６８８万円、これを繰り越され

るわけですが、先ほどの説明で新年度予算は計上しないということでしたが、３１年度当

初には住宅診断によって年次的に修繕をされるというふうに私は理解しとったのですが、

そういうふうな計画ではなくて、これは単年度でやられて、以後はこういう修繕工事はや
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らないという考えなのでしょうか、お尋ねします。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 済みません、先ほど申し上げました町営住宅のカンファト日南団地

の修繕につきましては、予算をそのまま新年度に繰り越しをさせていただいて、春ごろ、

夏ごろまでに工事が完了するめどで工事をさせていただこうと思っております。新年度に

繰り越し分と別に、先ほど山本議長おっしゃいました予算計上するかというとこは、予算

編成段階でいろいろ議論を行いましたけれども、３０年度に実施しました修繕計画の後に、

今、長寿命化計画というものを作成段階、準備をしておりまして、これである程度の方針

をつくってからある程度全体的な修繕計画を明らかにしていこうという考え方におきまし

て、新年度では計上を見送りをさせていただいております。 

○荒木委員長 山本議長。 

○山本議長 聞きたいのは、令和２年度はそうですけど、３年、４年、今後どうされるか

ということがお尋ねしたかったのですが、長寿命化計画の中で作成して改修していくとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 昨年の予算審査でも御説明した件は、その前年に住宅の点検をして修繕

計画というもので点検をして、必要な修繕を長寿命化、住宅の改修の計画をつくって進め

ていくんだというところで、まずもってカンファトの屋根、外装、そういったところから

まずやってみるということで、同時並行で進めるということで御説明させたと記憶してお

ります。その中で、今１年おくれて繰り越しの事業ということになっております。言われ

ますように、長寿命化のほうもあわせておくれております。なかなか、やはり専門的なと

ころが欲しいなというところが正直なところですが、そうしたことで昨年の事業を繰り越

して１年おくれてスタートするということで、逆に、先ほど大西委員からもありましたよ

うに、令和２年度には新たな修繕のほうは繰越予算のほうで繰り延べて実施するという計

画で、１年おくれておるというところであります。ですので、あわせて長寿命化、住宅が

長く使えるようにというところもあわせて今後、公共施設等管理計画、その中の一つの住

宅部門の計画をつくり上げていくという必要がありますので、その中で整理を図っていき

たいと思います。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 一番下の項目の、県住宅供給公社負担金、なごみの里分の１８６万３，００
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０円ですけども、これはあれですよね。以前、家賃を一定程度引き下げた経過もあるかと

思いますが、県の供給公社に対しての負担金はいつまで続くのか。（「１９年まで」と呼

ぶ者あり）あ、説明ありましたかね。令和１９年までこの一定額が継続されるということ

でよろしいでしょうか。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 失礼しました。なごみの里の負担金につきましては、なごみの里、

平成１４年から供用しておりますけれども、その当時、一括の借り上げ契約を鳥取県の住

宅供給公社と締結させていただいております。公社に日南町がお支払いするのは総額で６，

５１９万３，２４０円という額となっております。これを平成４９年、令和１９年の１０

月３１日までの契約期間でございまして、基本的には最終年度と最初の年度を除いては同

じ金額をずっと払わせていただくようになっております。 

○久代委員 わかりました。 

○荒木委員長 そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようですので、８９ページ上段、定住促進施設維持管理事務についてございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 下段、短期滞在型専用住宅管理事務についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 続きまして、９０ページ、耕地災害復旧事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ

者あり） 

 中段、林道災害復旧事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 下段、公共土木施設災害復旧事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、一般会計については以上といたします。 

 続きまして、特別会計に入りたいと思います。 

 紙資料を用意してございますので、それを見ていただきたいと思います。１６７ページ、

タブレットでいいますと１６７ページ、日南町簡易水道事業会計についての説明を求めま

す。 

 伊田専門監。 

○伊田企業会計専門監 そうしましたら、日南町の簡易水道事業会計について、予算書に

より御説明をさせていただきたいと思います。 

 資本的収支予算につきましては、予算説明書をつけておりますので、ページ数は１４０

ページになろうかと思いますが、これもあわせてごらんいただけたらと思います。若干、
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提案説明と重複するところありますけども、よろしくお願いいたします。 

○荒木委員長 済みません、もう少しマイクに近づいてお願いします。 

○伊田企業会計専門監 失礼しました。そうしましたら、重立ったところを申し上げます。 

 予算書の表紙ですけど、２条のところの業務の予定量でございます。給水戸数は１，７

９７戸。昨年は１，８１４戸で１７戸の減。年間総給水量につきましては３５万１，６１

３立米。昨年は３７万１，５４４で△の１万９，９３１立米の減。１日平均給水量につき

ましては９６３．３立米。令和元年は１，０１７立米で５３．７立米の減というふうにな

っております。月平均１戸当たりに換算しますと、令和２年度が１６．３立米、令和元年

が１７．１立米。月当たり、１戸当たりが０．８立米の減ということにしております。大

体、単身１世帯で１カ月当たり１０立米前後というところが平均かと思いますが、１戸当

たりの月の平均が１６．３立米ということでしております。 

 続きまして、３条につきましては、収益的収支のほうですけども、総額１億６，１２９

万６，０００円。支出のほうですけども、１億４，５１０万７，０００円としております。 

 次のページで、４条のところでございます。資本的収支及び支出のところの補填財源の

ところの説明で、当年度損益勘定留保資金６，８８２万９，０００円で補填するという記

載をしておりますが、大変申しわけございません。過年度損益勘定留保資金ということで、

予算書のほうを訂正をさせていただけたらというふうに思います。支出につきましては説

明がありましたように、今回、資本的支出、事業のほう予定しておりませんで、企債の償

還額の６，８８２万９，０００円が上がっております。 

 次に、予算に関する説明書といたしまして、１ページ目に実施予定計画、３ページ目に

は予定キャッシュ・フローと貸借対照表等をつけておりますのでごらんいただけたらと思

いますけども、後ほど、ページ数でいきますと１５ページに当たります。 

○荒木委員長 え、１５ページじゃなしに、この書いてあるページでお願いしたいと思い

ます。 

○伊田企業会計専門監 大変失礼しました。私の手元の数字とはページと違っておりまし

た。１６９ページに予算に関する説明書を上げております。ごらんいただけたらと思いま

す。 

 実施計画につきましては、それぞれ書いている数字となりますので、１７０ページ、１

７１ページはごらんいただけたらと思います。 

 １７２ページの予定キャッシュ・フローでございますけども、令和２年度末、３月３１



－35－ 

日末現在の現金の期末残高を１億６，３３６万７，０００円というふうに予定をしており

ます。 

 次に、給与費の明細書でございますけども、９月に今年度補正させていただきましたよ

うに、従来ですと水道会計職員は技術職員１名でしたけども、企業会計が始まるというこ

とで、令和元年度０．５人分つけさせていただいておりますけども、令和２年度におきま

しても１．５人分を予算措置をさせていただいております。あと０．５人分につきまして

は下水道事業会計ということで、人を０．５にするわけにはいきませんので、比重の大き

い水道会計のほうを１名とさせていただいて、下水道会計は１名というふうにさせていた

だいておりますので、御理解いただけたらと思います。給与費につきましては、本年度５

７５万３，０００円、前年度比べまして２６３万６，０００円の増となっております。手

当につきましては３２９万８，０００円で１３２万９，０００円の増となっております。

法定福利費を含めまして合計で４７０万２，０００円の増ということになっております。

手当の内訳につきましては書いているとおりでございます。それから、１７４ページから

１７５ページ、１７７ページまで、給与費関係の明細書をつけておりますので、ごらんい

ただけたらと思います。 

 続きまして、１７８ページの令和２年度の予定貸借対照表でございますけども、これに

つきましては、有形固定資産、流動資産、現金・預貯金、それから未収金、そういったも

のを合わせまして年度末に資産合計が２４億６，１３５万８，９３７円というふうに予定

をしております。 

 次のページですけど、負債の部でございます。企業債につきましては、９億５，１５７

万１７８円が年度末に残るというふうになっております。企業債の償還につきましては６，

８８２万８，１２０円を今年度に償還いたします。あと、賞与引当金でありますとか未収

金、この未収金につきましては大分整理できまして、通常の経常的な支払い、３月分の支

払い切れないものを出納閉鎖期間がありませんので、翌年度に繰り越す金額が５８万２，

６６０円というふうに予定をしております。繰延収益を含めます。それから、資本の部を

含めまして、先ほど申し上げました資産合計とバランスをとるため２４億６，１３５万８，

９３７円というふうに予定をしてるところでございます。 

 次に、参考まで、令和元年度の予定損益計算書と、それから令和元年度の簡易水道事業

予定貸借対照表をつけております。これを期首にして令和２年度の貸借対照表等をつくっ

ております。 
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 次のページには重要特記事項を上げさせていただいております。 

 そうしますと、令和２年度の日南町の簡易水道事業予算の見積書、参考資料の①をごら

んいただけますでしょうか。簡易水道事業収益のほうが、今年度１億６，１２９万６，０

００円とさせていただいております。 

○花倉事務局長 済みません、今１８４ページですので、御確認ください。 

○伊田企業会計専門監 失礼しました。１８４ページの日南町簡易水道事業会計の予算の

見積もり、収益的収入及び支出のページをごらんいただけたらと思います。 

 本年度の予算額ですけども、簡易水道事業収益を１億６，１２９万６，０００円を見込

んでおります。営業収益の中で給水収益のほうが６，８３０万円で、昨年と比較しまして

１０５万９，０００円の減としております。御承知のとおり、消費税が令和元年１０月か

ら２％増となりましたけども、水道会計につきましては料金を上げないということで、本

体価格に転嫁するということで、この６，８３０万円を割り戻しますと、通常８％で計算

しますと本体が６，３２４万円で、１０％にしますと６，２０９万円ということで差が１

１５万円ですね、差が出て、これは消費税のほうに動いて、実質、本体価格のほうは１１

５万円減るというふうな格好になっております。次に、２段目に営業外収益のほうは９，

２７８万７，０００円を予定をしております。 

 次のページ、支出でございます。簡易水道事業の支出、本年度１億４，５１０万７，０

００円を予定をしております。原水及び浄水のほうは４９９万３，０００円増となってお

りますが、これは補正予算のときに御説明させていただきましたけども、配水及び給水費

の光熱費が逆になっておりまして、これを補正をする、入れかえておりますので、原水及

び浄水のほうが４５７万円、施設電気料がふやして、２段目の配水及び給水費の光熱費の

ほうが△４６４万２，０００円というふうになっております。原水及び浄水の修繕料のほ

うは５３万５，０００円ふえて５１５万円になっております。施設ですとか管路の修繕、

滅菌機の修繕のほうで５１５万円予定をしております。薬品費につきまして１１万２，０

００円の減の１２０万８，０００円としております。配水及び給水費のほうは２３８万９，

０００円です。光熱水費が先ほど説明しましたように△４６４万２，０００円ですが、修

繕費のほうが２２５万３，０００円ふやしておりますので、トータルで２３８万９，００

０円の減というふうになっております。 

 総係費につきましては２，４２３万９，０００円、対前年比２８２万１，０００円とな

っております。主な要因としましては給与費、当初１人で見ていたのを昨年は、ことしは
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１．５人ということで給与費が増になっておるということ。それから、消耗備品のほう、

今年度、水道メーター器、計量法により更新しなくちゃいけないものが１１０数カ所あり

ますので、このメーター器を買わせていただくのにその辺６２万９，０００円ふえており

ます。消耗備品のほうは２０万円減らして４２万９，０００円増としております。印刷製

本費につきましては５万１，０００円増として３３万６，０００円。通信運搬費につきま

しては４９万８，０００円増としております。行政システムの使用料７万円を賃借料から

組み替えております。委託料につきましては３４７万５，０００円の減で９８５万１，０

００円としております。賃借料、これは主な要因につきましては、アセットマネジメント

の委託料につきまして今年度終了いたしますので、これが大きな主な原因。それから、水

質検査の委託、メーター器の交換の作業賃で８１万１，０００円が大きなプラマイの増因

になっております。賃借料につきましては公会計システムのリース料として２７万５，０

００円。今、出納室を、それから上下水道室で２台ありますけども、１台はどうしても作

業上必要だということで、初期導入の経費だけですけども、今年度２７万５，０００円で

入れさせていただく、リースさせていただくというところで上げさせていただいておりま

す。保険料につきましては変わっておりません。会費の負担金につきましては、県の水道

協会の負担金の分が事業費割がなくなりまして均等割の２万円だけになりました。退職手

当組合費につきまして３９万５，０００円の増の８６万３，０００円。賞与引当金繰入金

につきましては３８万３，０００円の増で７８万４，０００円。法定福利費の繰入金につ

きましては△の１８万４，０００円の１５万５，０００円というふうになっております。 

 それと、段が、済みません、法定福利費のところに６月分賞与の令和元年度負担金とい

うふうになっておりますけども、これを消して、下に減価償却費のところの項目がずれて

ましたので、大変申しわけありません。これも用語を訂正させていただきたいと思います。

法定福利費の引当繰入金の説明が６月分賞与の法定福利費の令和元年度負担分ということ

で御理解いただけたらと思います。 

 減価償却費につきましては９，１８５万８，０００円を見込んでおります。予算書の一

番後ろのほうに固定資産の明細書をつけておりますので、御参考いただけたらと思います。 

 営業外収益につきましては、企業債の支払い利息等を入れた金額でございますけども、

６５７万２，０００円の減としております。それぞれ企業債利息、消費税、過年度損益修

正損というふうに上げております。 

 次に、１８７ページですけども、資本的収入のほうですけども、先ほど御説明してます
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ように、事業等の収入がございませんので、収入のほうはございません。支出のほうは企

業債の償還で６，８８２万９，０００円。この財源を補填するのに過年度の損益勘定留保

資金から補填をするという予算でございます。 

 最後のページに、有形固定資産の明細書をつけております。令和２年度末の償却未済額

が２２億９，４８５万６，９０１円を見込んでおります。 

 駆け足で説明させていただきましたけども、下水道事業会計の予算……。 

○荒木委員長 済みません、ここで一旦質疑を受けたいと思いますので、下水道会計につ

いてはまた説明していただきたい……。 

○伊田企業会計専門監 いや、それで、当初予算書の説明のほうですけど、４条のほうに

つきましては、１４０ページのほうに企業債の内訳を入れておりますので、ごらんいただ

けたらと思います。それでは、簡単ですけども、以上で終わります。 

○荒木委員長 それでは、ただいま簡易水道事業会計について報告していただきましたが、

これについては一括で質疑を受けたいと思いますので、ページ数をお示しいただいて質問

してください。 

 山本芳昭議長。 

○山本議長 済みません、先ほど最初に訂正ということで、過年度、当年度損益勘定留保

資金ということで訂正という話でございましたが、昨年の予算を見ると当年度ってなって

ます。それは昨年この事業会計を始めたので、昨年は当年度、今回はそのページをそのま

ま移されたので当年になってたのを過年度に訂正されるという理解でよろしいでしょうか。 

○荒木委員長 伊田専門監。 

○伊田企業会計専門監 今、議長さん、おっしゃるとおりです。令和元年度につきまして

は、令和元年度の償却資産の相当部分を充てたと。今回につきましては、令和元年度に償

却しております減価償却費分を留保資金として充てておりますので、今、議長がおっしゃ

いましたように損益勘定留保資金の過年度分で充てさせていただいたということです。 

○荒木委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 大西保委員。 

○大西委員 １点だけ。１８８ページの固定資産のところで建設仮勘定とありますが、こ

れは設備なのか何の建設仮勘定でしょうか、１４０万あるのは。 

○荒木委員長 伊田専門監。 

○伊田企業会計専門監 建設仮勘定で１４８万１，８１８円上げておりますが、これは繰



－39－ 

り越しになっておりますけども、三栄の深谷川の砂防河川の移転補償工事をやっておりま

して、これは１４８万１，８１８円っていうのは委託料でございます。委託料につきまし

ては、もう３月中に完成いたしますけども、工事費のほうが６月に繰り越すということで

４４０万２，０００円工事費、１４８万１，８１８円が委託費ということで、当年度の予

定増加額が５８８万３，８１８円っていうふうに入っとるかと思います。ですので、この

建設仮勘定の１４８万１，８１８円は減少させて、令和元年度中には構築物で固定資産に

上げるということでさせていただいております。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、令和２年度日南町下水道事業会計予算の説明をお願いします。 

 伊田専門監。 

○伊田企業会計専門監 そうしましたら、続きまして、令和２年度の下水道事業会計の予

算の説明につきまして、予算書について説明をさせていただきます。 

 ページ数は１８９ページです。それぞれ表書きのほうに業務の予定量上げております。

数字は書いておるとおりです。主な建設改良事業としましては、（ア）のほうに管路建設

改良事業としておりますが、これは移転補償工事を予定して２５０万上げさせていただい

ております。（イ）の処理場建設事業につきましての８７０万につきましては、浄化槽の

設置を５基分ということで上げさせていただいております。収益的収支、収入でございま

すけども、１億８，４３９万２，０００円。支出のほうは１億６，８９１万９，０００円

というふうに上げております。 

 続きまして、４条の資本的収入及び支出のところですけども、大変申しわけございませ

ん。こちらにつきましても当年度というふうになっておりますけども、過年度損益勘定留

保資金ということで訂正をさせてやってください。資本的収支の収入のほうは、資本的収

入が１，３６０万４，０００円。支出のほうにつきましては８，７９９万９，０００円と

いうふうに上げさせていただいております。 

 続きまして、１９１ページですけども、企業債。浄化槽の５基の分の５４０万円をそれ

ぞれ特定生活排水処理事業債と過疎債で２７０万ずつを予定しております。 

 次に、１９３ページ目ですけども、予算に関する説明書を上げさせていただいておりま

す。先ほど水道事業会計で説明させていただいた、ほぼほぼ同じような感じのものをつけ

ております。 
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 予算の１９４ページ、１９５ページ、これにつきましては、説明につきましては見積書

のほうで説明させていただきますので、次に、１９６ページの予定キャッシュ・フローで

ございます。令和２年度の３月末の現金残高を１億７，３５９万２，０００円を予定をし

ております。 

 給与費の明細につきましては、先ほど水道会計のときに説明しましたけども、１．５人

分で給与費を予定をさせていただいております。１９７ページ目から２０１ページ目まで

で詳細を上げておりますので、ごらんいただけたらと思います。 

 ２０２ページから２０３ページでございますけども、下水道事業の予定貸借対照表で、

令和３年３月３１日末現在がどのような状態になるかというところで上げさせていただい

ております。固定資産の残高につきましては、２１億８，２３４万４，５７１円を予定し

ております。これにつきましては一番最後のページのほうに固定資産の明細書をつけてお

りますので、ごらんいただけたらと思います。現金・預金残高が１億７，３５９万２，０

１６円を見込み、それと未収金を２４５万２，８２１円を見込んで、資産の合計としまし

ては２３億５，８３８万９，４０８円としております。 

 ２０３ページのほうに負債のほうを上げさせていただいております。企業債のほうが、

残が５億１，７８４万７，２７４円を見込んでおります。当年度の企業債の償還が７，３

０９万７，５４８円。それから、未収金のほうが３月の実績までの分で払い切れないもの

を１，１２５万３，３２０円を予定しております。委託費とかそういったものが結構大き

いものがありますので、経常経費的なこのプラス、そういった委託料の未払いを１，００

０万見込んでおります。あと、資本と含めまして、先ほど申し上げました資産の合計と２

３億５，８３８万９，４０８円ということでバランスをとらせていただいております。 

 次に、２０４ページのほうに令和元年度末の予定損益計算書、それから２０５ページ、

２０６ページに令和元年度末の予定貸借対照表をつけておりますので、御参考いただけた

らと思います。 

 そして、２０７ページには事業会計に関する特記事項を書かせていただいております。 

 ２０８ページでございますけども、予算の見積書、参考資料①としておりますけども、

収益的収入及び支出、上げさせていただいております。まず、下水道事業収益のほうは１

億８，４３９万２，０００円、営業外収益は１億９５５万１，０００円で見込んでおりま

す。それから、費用のほうですけども、本年度は１億６，８９１万９，０００円、前年度

が１億７，９３０万９，０００円で１，０３９万円の減というふうにしております。 
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 支出のほうで若干、大きいところを説明させていただけたらと思います。ポンプ場のほ

うですけども、４７万６，０００円の増、通信運搬費のほうが遠方監視を装置を設置した

ところで、そういった経費ということで４１万６，０００円を上げさせていただいており

ます。 

 処理場の施設でございますけども、大きいところは委託料のほうが９３万５，０００円

増にさせていただいております。これらにつきましては、消費税が増額になった等々とい

うことでございます。それから、薬品費につきましては１万円の増を見込んでおります。

手数料につきましては３万２，０００円の増、修繕につきましては３０４万円を減とさせ

ていただいて７５６万円を予算化させていただいております。 

 総係費につきましては増が２７７万円です。給与費のほうが０．５人分ふえてるという

ところです。それと、主なところの増減で、委託料が今年度は３１３万８，０００円減の

３８万５，０００円となっております。これはストックマネジメントの業務のほうが減と

いうふうになっております。あと、賃借料につきましては、先ほど水道会計とも説明しま

したけども、企業会計システムの導入リース料２７万５，０００円がふえております。 

 それから、減価償却費につきましては７，５２５万９，０００円を上げさせていただい

ております。最後のページの有形固定資産明細書のほうに上げさせていただいております。 

 営業外費用でございますけども、企業債の支払い利息で１，０６４万６，０００円、消

費税で５１０万円、特別損益、過年度損益修正損で３０万円を上げさせていただいており

ます。 

 次に、はぐっていただきまして、２１１ページですけども、資本的収入及び支出のほう

です。これにつきましては先ほど申し上げましたが、浄化槽の設置の５基分と移転補償事

業の工事のほうを見込んでおります。それと、上から、企業債ですけども、企業債のほう

を５４０万円、それから他会計負担金を４３万円、国庫補助を１８４万円、受益者負担を

１２３万４，０００円、工事負担金、これ、移転補償費のほうですけども、１００万円を

予定をしております。貸付金償還金としまして、これはＪＡに集落排水設備の設置等の預

託金ということで３７０万上げさせていただいております。 

 続きまして、歳出のほうですけども、８，７９９万９，０００円を上げております。建

設改良費といたしまして１，１２０万円、管路建設改良費としまして２５０万円。内訳と

しましては委託料１００万円、工事請負費が１５０万円。処理場建設費用として８７０万

円、浄化槽５基を２年度は予定をしております。企業債償還金につきましては７，３０９
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万９，０００円を予定しております。内訳といたしましては、農業集落排水のほうが６，

０４７万８，０００円、特定地域のほうが１，２６２万１，０００円というふうに予定を

しております。貸付金につきましては、先ほど収入の説明しました集落排水設備工事の資

金融資の預託金、ＪＡですけども、させていただきます。 

 最後のページに有形固定資産の明細書をつけておりますので、ごらんいただけたらと思

います。簡単ですけども、以上です。 

○荒木委員長 当初予算附属資料の説明はありませんか。 

 伊田専門監。 

○伊田企業会計専門監 そうしましたら、当初予算説明書、１４１ページから１４２ペー

ジ目までに上げさせていただいております。まず、管路の建設改良事業費２５０万円を予

定しております。財源の裏づけとしましては、移転補償費で１００万円を見込んでおりま

す。 

 続きまして、処理場建設改良費、浄化槽の、合併浄化槽５基、事業費８７０万円。財源

の内訳としましては、企業債、他会計負担金、国庫補助、設置者負担金を上げさせていた

だいております。 

 １４２ページの企業債の償還ですけども、７，３０９万９，０００円。先ほど申し上げ

ました内訳、農業集落排水事業と特定地域生活排水事業で７，３０９万９，０００円とい

うことです。ちなみに、今の、この内訳ですけど、そのうち過疎対策事業費が３１５万８，

０００円を過疎債も充てております。令和元年度末の起債の残高ですけども、農業集落排

水事業のほうが５億９００万２，０００円、特定地域生活排水事業のほうが７，６５４万

３，０００円というふうになっております。貸付金につきましては、先ほど説明しました

３７０万円を預託して年度末にはまたかえってくるというような、３７０万円を令和２年

度につきましても貸し付けをするというところで予定しております。以上です。 

○荒木委員長 そうしますと、日南町下水道事業会計について、予算書の中で一括で質疑

を受けたいと思います。ページ数をお示しの上、質問をしていただきたいと思います。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 特定地域生活排水処理事業のほうで、浄化槽のほうが５基予定されておりま

すけど、かつてこの浄化槽に向けての接続率がなかなか上がらないというような、何年か

前に報告があっておりますが、その後の接続率の経緯についてお伺いしたいと思います。 

○荒木委員長 近藤委員、予算書のほうですか。説明資料、どっちでもいいですが。 
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○近藤委員 ２１２ページです。 

○荒木委員長 ２１２ページ、はい。 

 安達室長。 

○安達上下水道室長 失礼いたします。平成３０年度の決算審査におきまして、その当時、

町で整備した浄化槽、平成９年以降のものが７９１基ございまして、そのうち未接続の浄

化槽、使用されていないものが２４基ということでお答えをしております。今年度、令和

元年度、平成３１年度に入りまして、そのうち旧山上校区のほうになりますが、２基の接

続が新たにありました。本日現在で町が設置して未接続の浄化槽が２２基というとこで、

今年度２基の接続がありましたことを報告させていただきます。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 この設置箇所は７９１カ所のままで推移しておるということで、未接続のが

２基減ったいう認識でよろしいですか。 

○荒木委員長 安達室長。 

○安達上下水道室長 毎年、建設費のほうにつきましては予算要求をさせていただいてお

ります。今年度につきましては２基の浄化槽の新たな設置がございまして、近年のものに

つきましては設置してから１年以内に必ず接続というところでお願いはしておりますし、

ほとんど新築、増改築の需要に伴う浄化槽の整備になりまして、施主さんのほうもすぐに

浄化槽を使っていただける状態であります。 

○荒木委員長 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 附属説明資料のほうの質疑はございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようですので、建設課に対して、全体に対して質疑漏れはございませんか。 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 林道新設ですけども、昨年１２月に多里のはんざけを守る会から陳情が、要

望が出ておりますけども、それの対応状況について説明をいただきたいと思います。 

○荒木委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 事案のもとになりましたのは、林道の窓山線の新設の事業におきまして、

新屋の土屋において構造物がサンショウウオの生息に対して配慮をもっとしてほしいとい

うことが要望書としてあっております。事業につきましては、林道の推進については基本

的には農林課のほうで、それとサンショウウオの関係につきましては教育委員会の中で調

整を図っていただいておりますが、建設課の中では県営事業の、林道事業の負担金を払う
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というところでかかわっております。立場上はすごく微妙なところなんですが、県の気持

ちもわかりますし、教育委員会の立場もわかりますし、当然、地元からハンザケを守ると

いうところで、そうした環境に配慮というところは当然、建設課の事業でも、一部、災害

の工事の中でいろいろサンショウウオの協議、工事実施の中でも迷惑をかけてあるところ

があります。 

 窓山の県営の事業につきましては、工事を発注しておりまして、その中で横断構造物を

一時中止するということで、県のほうは事故繰越の対応になるというふうに伺っておりま

す。ですので、今後の事業の推進に当たっては、地元の保護する会、そうしたところの意

向、それと生息環境の保全ですか、そうした中でできる限り事業者として配慮をして、そ

うしたものを教育委員会から指導を受けながら、事業が進められるところを模索していく

という形になると思います。この件に関しましては林道だけじゃなく、道路事業に関しま

しても、ほぼ日南町内の重立った河川ではサンショウウオのそうした配慮を必要とすると

いうことで、文化財協議を行って必要な調査、日南町のほうも元年度には初めてサンショ

ウウオの事前調査、工事をする前の調査、そういったものを実施しました。そうした中で、

多里だけでなく、町全体としてもそうした配慮と対策を、調整を進めながら実施をしてい

きたいと思います。当然、町のほうでも幾らか生息の巣穴をつくったりとか、そういった

ようなことも実施しておりますので、町の宝として、やはり守るべきものは守って、その

中で事業を進めるに当たって調整を図っていきたいと思います。 

○荒木委員長 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようですので、建設課についての審査を終了といたします。御苦労さまでした。 

 審査意見についてはできるだけ早く提出を、建設課についてでもきょうじゅうにお願い

いたします。基本５時ということですので、よろしくお願いいたします。 
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